
1. 施設利用のルール（利用の手引き記載）を把握した上で利用します。また、担当者は利用

者に事前の説明や同意を得る機会を設けます。

2. 他団体に迷惑となる行為やマナー違反となる行為はしません。

 (生活時間を守らない・設備の無断使用・夜間外出等)

3. 施設における盗難、駐車場内での事故、利用者間のトラブル等について、貴施設に一切の

責任を問いません。

4. 施設の設備を故意または重過失により破損または汚損した場合は修繕費を賠償します。

5. 寝具を汚した場合、クリーニング代として実費を支払います。

6. 禁止事項に該当する行為（種々の勧誘・営利目的を含む)、留意事項に反する行為や虚偽の

申告をした場合は、今後の利用を制限されても異議を唱えません。

令和 年 月 日

和歌山市立青少年国際交流センター 一般 (R8.04)

施設利用に関する同意書

利用の前に以下の事項をすべて確認のうえ、遵守することに同意します。

団体名

担当者名

※自署

2026年度



1. 施設利用のルール（利用の手引き記載）を把握した上で利用します。また、担当者は利用

者に事前の説明や同意を得る機会を設けます。

2. 他団体に迷惑となる行為やマナー違反となる行為はしません。

 (生活時間を守らない・設備の無断使用・夜間外出等)

3. 施設における盗難、駐車場内での事故、利用者間のトラブル等について、貴施設に一切の

責任を問いません。

4. 施設の設備を故意または重過失により破損または汚損した場合は修繕費を賠償します。

5. 寝具を汚した場合、クリーニング代として実費を支払います。

6. 禁止事項に該当する行為（種々の勧誘・営利目的を含む)、留意事項に反する行為や虚偽の

申告をした場合は、今後の利用を制限されても異議を唱えません。

令和 8 年 6 月 1 日

和歌山市立青少年国際交流センター 一般 (R8.04)

施設利用に関する同意書

利用の前に以下の事項をすべて確認のうえ、遵守することに同意します。

団体名 自然の森保護協会 和歌山支部

担当者名

※自署

※署名をして入所時にご提出ください
この注意書きは印刷されません

2026年度

記入例


